
地域協議会、相談センター、若者支援団体ネットワークの連携支援について （令和５年10月～）

福岡市若者総合
相談センター

ユースサポートｈｕｂ
（協議会事務局）

所管課：こども健全育成課
委託先：労働者協同組合ワーカー

ズコープ・センター事業団

代表者会議

関係機関等の代表者による会議。
年１回程度開催。

個別ケース検討会議

ケースごとの支援の内容等を検討する
会議。随時開催。

関係機関（協議会構成機関）

法務少年支援センターふくおか（福岡少年鑑別所）
福岡保護観察所
福岡労働局職業安定部訓練室（福岡わかものハローワーク、ハローワーク福岡中央・東・南・西）
福岡法務局人権擁護部
福岡県福祉労働部労働局労働政策課（福岡県若者就職支援センター）
福岡県警察本部生活安全部少年課（福岡少年サポートセンター）
福岡若者サポートステーション（国・県）
市）こども未来局こども健全育成課
市）こども未来局こども家庭課（各区子育て支援課）
市）こども未来局こども発達支援課（発達障がい者支援センター）
市）こども未来局こども総合相談センターこども支援第２課（えがお館、ひきこもり地域支援センター（ワンド））
市）福祉局地域福祉課（社会福祉協議会）
市）福祉局保護課（各区保護課）
市）福祉局生活自立支援課（生活自立支援センター）
市）保健医療局精神保健福祉センター（ひきこもり成年地域支援センター、福岡市自殺対策推進センター）
市）福祉局障がい者支援課（区障がい者基幹相談支援センター）
市）経済観光文化局経営支援課（就労相談窓口）
市）教育委員会中学校教育課（各中学校）
市）教育委員会教育相談課（えがお館：教育相談）
福岡市社会福祉協議会
福岡県弁護士会
福岡市若者総合相談センター（調整機関）

福岡市若者支援団体ネットワーク
（ネットワーク団体）
事務局：こども健全育成課

令和5年10月現在 30団体
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